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○研究メンバー代表（安田　静）
　本日は，お忙しい中，お集まりいただきして，
ありがとうございます．
　産業経営研究所　産業経営一般研究プロジェク
ト研究成果報告会を始めさせていただきます．
「文化政策と公共文化施設のマネジメントに関す
る国際比較」というタイトルで，村田和彦先生，
私，安田静，村田直樹先生，清水純先生，4人の
研究チームで，代表者は安田静が担当させていた
だきます．
　今回の研究は「産業経営一般研究プロジェク
ト」なので，マネジメントの観点からさまざまに
分析を行なうということが出発点になります．4
人の共同研究メンバーはそれぞれ専門が違いまし
て，村田和彦先生は経営学，安田は表象文化論舞
踊史，村田直樹先生は会計学，そして清水純先生
は文化人類学のご専門です．
　きょう来ていただいている城多先生もすでにド

イツに関する共同研究を江藤先生を中心になさっ
ていますが，各分野の研究者の方がお集まりにな
り，歴史研究，財政分析，江藤先生はレパート
リーの分析を担当なさり，演目等を中心に細かく
分析しておられます．特に江藤先生は，ドイツオ
ペラ，ドイツ音楽全体にお詳しい方で，評論もた
くさんお書きになっている方です．
　今回の私たちの分析で一番欠けていたのは，レ
パートリー分析，作品に関する分析の部分で，私
自身そこをもっと踏み込んでやりたかったんです
けれども，手薄なままになっており，次回以降の
研究課題となっております．
　本日の 4人の発表内容はお手元のプリントの通
りですが，公的資金がふんだんに注ぎ込まれてい
る国の順にご発表いただきます．
　それではドイツの公共劇場の現状について，村
田和彦先生からお願いいたします．
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「ドイツの公共劇場について」─ドイツ舞台協会
「劇場統計 2012-13」を中心として─

 村田　和彦

　私の課題は，ドイツ舞台協会から 1967年以後
出されている資料を用いまして，ドイツの公共劇
場の特徴を明らかにすることです．この劇場統計
によりますと，ドイツには公共劇場が 142ありま
すが，ここで言う公共劇場とは「州及び市といっ
た地方自治体が財政上の負担を引き受け，運営主
体となっている劇場である」とされています．国
立劇場（Staatstheater）という名称になっている
場合でも，連邦政府ではなくて州が運用主体と
なっており，ドイツでは文化や教育は地方自治体
（州，市）が運営を担い，国家は介入しないのが
原則である，というのが注目されるべき点だと思
います．
　 2ページですが，公共劇場を法律形態で分類す
れば，有限会社，官公庁企業，独立公企業，公法
上の営造物，財団，登記社団，目的連合の 7つで
す．座席数の多い劇場を順に挙げれば，有限会社
8社，官公庁企業，独立公企業，財団，登記集団，
目的連合，公法上の営造物の形態をとるものも 4
社挙げられています．
　 3ページにいきまして，「劇場統計」では，官
公庁企業（Regiebetrieb）は「法律上も組織上も
予算技術上も完全に地方自治体の行政の中に編入
されている」．独立公企業（Eigenbetrieb）は「地
方自治体から分離された特別財産を構成し，組織
上も財政上も地方自治体のおりおりの行政から分
離されている」と説明がなされています．目的連
合（Zweckverband）は，4ページの 2行目にある
ように，「多数の地方自治体の地域団体が連合し
たもの」です．
　次にドイツ公共劇場の公演数，観客数，座席占
有率について，Oper, Tanz，Operette，以下項目別
に数字が出ています．5ページを見ていただきま
すと，公演は 825の会場で行なわれていて，座席
総数 26万 3235．ドイツの総人口は約 8052万
4000人なので，306人に対して 1つの座席が用意
されていることになります．
　ドイツの公共劇場の従業員の構成は，常用労働
者が全体で 3万 9086人，非常用労働者は 2万

4913人．常用労働者の構成は部門別に示されて
いますが，その構成割合を見ると，芸術部門が
45.5％，技術部門が 39.7％，管理部門が 12.3％で
す．
　ドイツ公共劇場の収入状況は，収入総額 28兆
4224万 9000Euroですが，公共劇場の自己収入は
17.5％，助成金総額は 81.0％で，8割が州または
市等の助成金ということです．自己収入の内訳
は，5ページ一番下から 6ページにかけて，1の
チケット正規価格から 13の民間からの補助まで，
細かく出ています．助成金の内訳も 7つ挙がって
いますが，連邦政府・国は 0.46％，州が 39.7％，
市が 38.8％で，州や市に任せて，国は助成金をほ
とんど出していない．
　 5.3で収入総額の多い公共劇場を 10番まで挙
げています．この中で，5,7,10は後で個別に取り
上げる予定です．5.4で受け取る助成金の額が多
い公共劇場を 7ページに 11番まで挙げています
が，7，8，11を後で個別に取り上げます．5.5で
自己収入率の高い公共劇場を挙げていますが，
Tanztheater Wuppertalが 5位に入っています．8
ページ，5.6で観客一人当たりの助成金が多い公
共劇場を 11番まで挙げています．個別企業との
関連では，1位と 11位が入っています．5.7は観
客一人当たりの自己収入の多い公共劇場で，
1,2,4,5が後で問題になります．5.8は連邦政府が
助成金を多く支給している公共劇場で，ベルリン
の Staatsoperが 2位，Hamburgische Staatsoperが 6
位に入っています．
　 9ページからは支出状況で，総額は 28兆 5660
万 9000Euroですが，そのうち，人件費が 73.1％，
物件費が 23.2％となっています．6.1は人件費の
内訳，62は物件費の内訳です．10ページの 6.4
に人件費が 80％以上の公共劇場を 21番で挙げて
います．
　以上が「劇場統計」に基づいてわれわれが知る
ことのできるドイツ公共劇場全体の概要です．そ
の中から四つの公共劇場を取り出して，劇場ごと
の個別の特徴を見ていきたいと思います．
　まず一つは州立ハンブルク歌劇場で，法律形態
は有限会社です．7.2に公演数と観客数が書いて
あります．従業員総数 643人，そのうち女性が
265人，芸術部門が 243人，技術部門が 337人，
管理部門が 46人．収入総額は 6851万 3000Euro
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で，自己収入額が収入総額の 27.9％，助成金が
71.6％．支出総額に占める人件費は 51.2％，物件
費が 48.8％です．
　二つ目の Tanztheater Wuppertal Pina Bauschも有
限会社形態で，11ページの下にその公演数と観
客数が書いてあります．12ページに従業員の内
訳，さらに収入について，自己収入率は 44.0％，
助成金 56.6％．支出総額に占める人件費は 65.3％
で，物件費は 33.3％となっています．
　三つ目はベルリンドイツ歌劇場です．法律形態
は財団で，公演数と観客数，従業員関係の数字が
あって，9.4は収入について，自己収入が 23.7％，
助成金が 76.3％．支出では，人件費が 73.1％，物
件費が 12.8です．
　四つ目はベルリン国立歌劇場で，これも財団で
す．公演数，観客数，従業員関係があって，10.4
は収入について，自己収入 21.3％，助成金
75.2％．14ページに支出について，人件費が
71.3％，物件費が 24.4％という数値が出ています．
　簡単にまとめますと，ドイツの公共劇場は法律
形態としては有限会社が多い．収入の中で助成金
が占める割合は 81.0％で，そのうち連邦からの助
成金が占める割合は 0.46％．観客一人当たりの平
均助成額は 115.74Euroです．支出では人件費が
73.1％と大きな割合を占めており，常用労働者総
数は約 3万 9000人，観客総数は約 1870万人で
す．
　われわれが選んだ四つの公共劇場については，
州立ハンブルク歌劇場とヴッパタールのタンツテ
アターの法律形態は有限会社，ベルリンドイツ歌
劇場とベルリン国立歌劇場は財団．収入総額では

州立ハンブルク歌劇場が 5位，ベルリン国立歌劇
場が 7位，ベルリンドイツ歌劇場が 10位．受け
取っている助成金は，州立ハンブルク歌劇場が 7
位，ベルリン国立歌劇場が 8位，ベルリンドイツ
歌劇場が 11位になっています．観客一人当たり
助成金は，ベルリン国立歌劇場が 249.8Euroで 1
位，ベルリンドイツ歌劇場が 182.96Euroで 11位．
連邦政府から受け取っている助成金について見る
と，ベルリン国立歌劇場が 2位，州立ハンブルク
歌劇場が 6位になっています．公共劇場の自己収
入率ではヴッパタールのタンツテアターが 44.0％
で 5位，観客一人当たりの劇場の自己収入につい
て見ると，ヴッパタールのタンツテアターが 1
位，ベルリン国立歌劇場が 2位，ベルリンドイツ
歌劇場が 4位，州立ハンブルク歌劇場が 5位に
なっています．
　以上が「劇場統計」から知ることのできる概要
です．

○安田　 1点，補足事項があります．
　ピナ・バウシュが亡くなった後，振付家個人の
遺産─ここには金融資産のみならず，芸術作品と
いう財産が含まれるわけですが─を息子が継い
で，財団法人を設立したとのことです．現時点で
ピナの作品の著作権を保有しているのはこの財団
ですが，直接にカンパニーを運営する母体として
ではなく，今のところ，彼女が残した様々な資料
をアーカイヴ化する作業にあたっている旨が，カ
ンパニーの発行する冊子に詳しく記されておりま
す．
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「フランス公共劇場のマネジメント：パリ・オペ
ラ座の歴史と現状」

 安　田　　　静

　フランス公共劇場のマネジメントについて考察
するにあたり，研究対象として，フランスで最も
古いオペラ劇場であるパリ・オペラ座を選びまし
た．また，私自身，二十数年来の付き合いで調査
研究等をやってきたからです．
　城多先生，江藤先生をはじめとするグループが
ドイツの中小劇場を細かく取材なさっているとこ
ろから考えても，大きい劇場だけ見ていては分か
らないところもたくさんありますし，運営の仕方
や文化政策の施行のされ方も，大きい劇場と小さ
い劇場ではかなり違っています．今回はパリ・オ
ペラ座を取り上げましたけれども，フランスのさ
まざまな問題を取り上げるうえでは一つだけでは
手落ちになります．しかし，オペラ座はフランス
の文化予算全体の中でも大きな割合を占める五つ
の組織の中に含まれており，ほかの劇場とは違う
バランスで国庫からの補助を受けています．そこ
できょうはケーススタディとして，パリ・オペラ
座を中心にお話をしたいと思います．
（スライド）現在のパリ・オペラ座は 1875年，
シャルル・ガルニエが設計して建設されたもので
す．この前に古いオペラ座はいろいろあったので
すが，焼失したりして現存していません．今日の
パリには，この歴史的建造物の他にもう一つ，新
しいオペラ劇場があります．それが 1989年 7月
13日，パリ祭・革命記念日の前日に落成したバ
スチーユのオペラ座です．どちらも正式名称は国
立パリ・オペラ座ですが，旧オペラ座はパレ・ガ
ルニエ（ガルニエ宮），新しい方はバスティーユ，
と呼ばれます．
　さて，パリ・オペラ座の歴史と財務状況の概説
ですが，最初のアカデミーが誕生したのは 1661
年，まずダンスのアカデミーが設立され，8年遅
れて 1669年に音楽に関する音楽アカデミーがつ
くられています．ちなみに 1661年というのは，
マゼラン枢機卿が亡くなって，ルイ 14世が実質
的に執政をとり始めた年で，彼はダンスが大好き
な王様でしたから，国家の権威をアピールするに
はまずダンスでしょう！ということで，オペラや

音楽に関するアカデミーより先にダンスのアカデ
ミーを設立したわけです．（スライド）1653年，
ルイ 14世が 15歳のとき，太陽王の扮装で「夜の
バレエ」を踊ったときの絵です．
　 1661年にダンスのアカデミーを設立した際，
その勅許状に，ルイ 14世は「軍隊の人たちはダ
ンスを絶対やるべきだ」と記しています．「歌舞
音曲」といったイメージとは全く違った観点か
ら，ダンスを非常に重要なものとして取り上げ，
普及させてくれた王様です．
　 1669年に音楽のアカデミーができた時，最初
のディレクターはペランで，次いでリュリが二人
目のディレクターになります．1669年の音楽ア
カデミー設立以来，このリュリと，1830年代に
ディレクターを引き受けたヴェロン博士，この二
人しかオペラ座にプラスをもたらした人はいな
い，リュリからヴェロン博士まで，何人ものディ
レクターがいたけれども，その間ずーっと収支の
上ではマイナスが続いていたとグーレ（Gourret）
は言っています．
　ヴェロン氏は支配人就任以前は企業家として金
儲けのうまかった人で，おなかも出ているし，決
して見栄えのよい人ではなかったので，彼を揶揄
するようなカリカチュアがたくさん描かれていま
す．しかし，支配人になってからの業績は特筆す
べきもので，桟敷の数を増やし，座席数を増やし
て収入のアップを図りました．彼の支配人時代に
つくられた『ラ・シルフィード（La Sylphide）』
は 200年近く経った現在も繰り返し上演されてい
るバレエ作品で，この大成功でオペラ座に再び観
客を呼び戻すことに成功します．彼はもともとプ
レス関係の仕事もしていたので，「これは誰のア
デュー公演だ」，「パリのデビュー公演だ」などの
魅力的な文言で観客の心をつかみ，新しい観客を
呼び込む宣伝もどんどん打っています．
（スライド）当時有名ダンサーだったマリー・タ
リオーニが『ラ・シルフィード』を演じていると
きの図版です．彼女をモチーフに商品ラベルがつ
くられたり，版画もたくさん刷られて，ダンス愛
好家以外にも広く知れ渡り，社会現象を起こすほ
どの雰囲気のあるダンサーでした．
　ヴェロン氏のもう一つの大事な業績は，アボネ
（定期予約者）に対する特権をさまざまに設定し
たことです．たとえばダンスのフォワイエに，ダ
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ンサーとパトロン男性たちが出会って語らう場を
つくる．このようなバレエファンの中には文豪オ
ノレ・ド・バルザックもいて，完全にカリカチュ
ア，揶揄の対象にされています．（スライド）当
時のオペラ座では社交のためだけにやってくる人
もたくさんいたので，舞台の全く見えない桟敷に
ベンチシートが設置してある．いまのガルニエ宮
のオペラ座にもそれが残っています．
　ヴェロン後のオペラ座のディレクターの中で
は，特にダンスに注目しますと，リファール
（Lifar）がさまざまな改革をしたと伝えられてい
ます．（スライド）たとえばこの図版を見ると，
劇場内の客席ライトが皓々とついています．これ
では観客はバレエ鑑賞に集中できないので，バレ
エ上演中は会場の明かりを消しましょうとか，ア
ボネに対する特権の廃止にも彼は尽力しました．
控室でダンサーとパトロンがいちゃつき，顔なじ
みになるようなことをやっていては風紀が乱れる
し，バレエの芸術性が保てないということで，
1945年ごろからはアボネの特権は全て廃止され
ます．そのような紆余曲折を経て，バレエの社会
的な評価が高められていったというのが戦前の歴
史です．
　戦後になりまして，1960年代に文科省ができ，
70年代にリーベルマン（Lieberman）がパリ・オ
ペラ座の支配人になり，世界トップクラスのすば
らしい劇場としての地位を再び獲得することに成
功します．ジョルジオ・ストレーレル（Giorgio 
Strehler）演出の『フィガロの結婚』は現在も繰
り返し上演されています．1973年，ベルサイユ
宮殿の中の劇場で上演されたときの演出が，いま
だに受け継がれているわけです．
　次に今日のパリ・オペラ座とフランスの文化政
策についてですが，切符の値段がここ数年，非常
に高くなっています．パリ・オペラ座の値上がり
が特に顕著で，今ではハンブルク劇場とかヴッパ
タールの劇場のほぼ倍近い値段です．
　話が前後しますが，ミッテラン大統領のパリ大
改造計画（Grands Projéts）では，ルーブル美術館
のピラミッド，フランソワ・ミッテラン図書館，
デファンスにある巨大なアーチ型のビルなど，大
きな建造物をたくさん建て，1989年にはオペラ・
バスチーユを竣工します．この劇場はミッテラン
が「オペラをあらゆる人に」というスローガンを

掲げてつくったものですから，切符の値段も安く
抑えられ，お手頃価格の座席もたくさん用意され
ていました．フランスの文化政策が大統領の鶴の
一声で大きく影響を受けるという一つの典型例だ
と思います．
　ところが，20年以上経った今日，高い座席の
割合が増えて，安い席は少ない．トップランクの
席の値段は非常に高い．ミッテランの「たくさん
の人に安い値段でオペラを観てもらおう」という
掛け声で始まった試みはすでに形骸化していると
いうのが実情です．
　たとえば 2011－ 2012年シーズンと 2012－
2013年シーズンで，どこが高くなったか，切符
の価格をざっと比べてみたいと思います．これは
オペラ座のプレスリリースで，各国の代表的な四
つの劇場と価格を比べている表です．ドル，ポン
ド，ユーロと通貨単位が違いますので見づらいと
思いますが，パリ・オペラ座は 5～180ユーロ，
メトロポリタン歌劇場は最高額が 430ドル，ロイ
ヤル・オペラ・ハウスは 224ポンド．ポンドは常
にユーロより高いですから，パリ・オペラ座より
高い価格です．ウィーンはちょっと安い．
　メトロポリタン歌劇場もロイヤル・オペラ・ハ
ウスも公的な補助金はあまり受けていない劇場で
す．それらと比べてうちは高くない，と国立のパ
リ・オペラ座がいうのは妥当ではない．むしろ比
べるべきはオペラ座同様に公的補助割合が高いハ
ンブルクなどの公共劇場です．ハンブルク劇場は
最高価格 176ユーロに設定されていますが，実際
には新製作の初演日などを除き，通常公演でこの
ような値段が設定されることはほとんどありませ
ん．ヴッパタールの劇場では最大値が 50ユーロ
に決まっていますので，これ以上にはならない．
　パリ・オペラ座は収入の 3分の 1が国庫補助金
にもかかわらず，45ユーロとか 30ユーロの座席
数が 12％程度しかない．ロイヤル・オペラ・ハ
ウスは収入の 77％を切符収入やファンドレージ
ング，商業活動などで補っており，公的補助はあ
まり受けていない．にもかかわらず，45％の切符
は 50ポンド以下．ニューヨークのメトロポリタ
ン歌劇場に至っては，公的補助はほぼ皆無で，そ
れでも 3800座席のうち 20％近い座席が 40ドル
以下です．
　支出バランスの細かいことについては，後ほど
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村田直樹先生から発表があると思うのですが，パ
リ・オペラ座の収入内訳は国庫からの補助金が
54％で，これは純粋な国庫補助金です．ドイツの
公的補助金は州・地方自治体などからの財源がほ
とんどで，連邦政府，つまり国から来るものは少
ない．この点はドイツとフランスの大きな違いと
言えます．
　いまパリ・オペラ座は，銀行，大企業などのス
ポンサーを募って，そこからの寄付金を得ようと
頑張っています．しかし，ロイヤル・オペラ・ハ
ウスでのファンドレイジングが 21％，という数
字と比べますと，その差はあまりにも大きい．国
庫からの補助金がどんどん少なくなっているため
に，スポンサーシップであるとか，コマーシャル
プロダクツとして版権を売ったり，自分たちのと
ころで上演している舞台作品を映画として世界各
国に配信する．これはニューヨークのメトロポリ
タン歌劇場が最初に始めたものですが，今日では
パリ・オペラ座もそれにならって，作品を売り，
その著作権を得ています．また，舞台作品の演出
を売るということも始めています．
　あるビジネス学会でオペラ座の収支報告の話を
したときに，「だったら入場者数を増やせばよい」
という話が出たのですが，どの公演の入場率も
90％超えで，これ以上努力のしようがないぐら
い，いつも大入り満員です．特にガルニエ宮は，
豪華な内装も相まって観光客も多く，バレエでも
オペラでも 97％とか 98％，100％の入場率を満た
す公演も数多くあります．
（スライド）これはパリ・オペラ座を正面から見
た図です．真ん中の，大きい黄色い○のところに
「1669年」という設立年が刻まれています．ガル
ニエ宮はこのように馬蹄型の，イタリア式額縁舞
台といわれる古い，見づらい形なのですが，バス
チーユのほうは見やすい，近代的な劇場になって
います．

　結論としては，入場料だけに関して言うと，
ミッテランのスローガンは残念ながら今日守られ
ているとは言い難い．手頃な価格の座席数が少な
くなっており，カテゴリーの部分も大きく変わっ
ている．しかも 2015年のシーズンからはさらな
る値上がりが設定されていて，もはや「あらゆる
人のためのオペラ」とは到底言えない状態です．
　ただ，2015年のシーズンから，前年既に新支
配人に就任していたリスネールが，オペラ座を実
質的にマネージすることになりました．斬新なプ
ログラムを組み，彼の人脈を活用して，前任の
ジョエルらの支配人とは異なり，世界各国で活躍
している素晴らしい歌手をたくさんキャスティン
グできるようになっています．オペラでは再演も
多いのですが，キャストには魅力的な歌手を数多
く並べていて，今後の入場者数や作品のレパート
リーの面で大いに期待が持てる．冊子をつくった
りして，いままでの支配人以上にアウトリーチ活
動にも力を注ぐと表明しています．
　確かに劇場の入場料の値上がりは甚だしいもの
の，そのかわりに劇場の HPで公開する動画を充
実させたり，より廉価な入場料で誰でも楽しめる
よう，フランス全土の映画館に舞台を同時中継す
る，といった手段での「大衆化」には大いに力を
注いでいます．
　だいぶ時間をとりましたが，ドイツとの比較，
イギリスとの比較，総括に当たる部分も，あらか
じめここでさせていただきました．
　次は村田直樹先生にイギリスに関するご発表を
お願いしたいと思います．

＜本速記録中のスライド部分については，著作権
上の理由によりここには再掲いたしません＞
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「イギリスにおける文化施設の財務状況」─大英
博物館及びロイヤルオペラハウスの現状─

 村　田　直　樹

　ぼくは，正直言いまして，ロイヤルオペラハウ
スとか大英博物館の財務諸表その他を見るのは初
めてで，安田先生に言われて，「あ，こんなもの
もあるんだな」という程度でしたが，まず問題意
識をはっきりさせておきたいと思います．
　イギリスの場合，ほかのヨーロッパ諸国と比べ
て，独自の政策性があると言えるのではないかと
考えています．イギリスは最も早く市民革命を達
成したので，皇族の影響が制御されたため，芸術
や文化に関して皇族や貴族による庇護という関係
は薄く，なおかつ芸術や文化が裕福な市民層に
よって支えられてきたという伝統的な流れがあり
ます．
　このことは，イギリスにおける文化施設の運営
に二つのモデルが誕生するきっかけとなったと考
えます．一つは，大英博物館のように，議会で制
定された個別法を基礎として，入場料は徴収せ
ず，政府の影響を反映した寄付と，それに基づく
ファンドによって運営する方式．もう一つのモデ
ルは，「アームス・レングス原則」に代表される
ように，イギリスにおける文化行政が芸術文化活
動から一定の距離を保って自主性を尊重するもの
であるため，ロイヤルオペラハウスのように，非
営利団体（Charity）を運営主体として，政府は芸
術評議会（Arts Council）のような中間的組織を
通じて運営に関与する方式です．私の問題意識と
しては，このモデルを日本の文化施設に適用可能
かどうか見てみようと考えました．
　まず大英博物館の財務構造から見ていきます
と，大英博物館（British Museum）は収蔵品約
800万点，常時 15万点を展示している，世界最
大級の博物館です．運営に関しては，個別法であ
る 1963年の大英博物館法と 1992年の博物館・美
術館法で規定されています．1963年の大英博物
館法によると，同館の最高意思決定機関は 26人
の理事で構成される理事会（Trustee）で，館長
（Director）や会計担当者（Accounting Officer）の
任命もここが行なう．またこの個別法では，大英
博物館の理事会に対して，中・長期計画の策定権

限を与えると同時に，年次報告の義務も定めてい
る．アカウンタビリティに関しては，財源の一つ
として公的な援助が投入されていますから，議会
に対して説明責任があり，アニュアルレポートは
主にここに向けて書かれている．
　これはイギリス独特ですが，理事会の下に，常
設委員会，監査委員会，ガバナンス委員会，ある
いは投資委員会，調査委員会など，委員会組織に
なっていまして，それぞれの小委員会が博物館の
運営を行なっている．
　次に財務報告ですが，ステートメントそのもの
は後ろのほうにつけておりますので，参考にして
いただければと思いますが，簡単にご説明しま
す．年次報告書は，イギリスにおける法定会社の
伝 統 で，Annual Reportで は な く，Report and 
Accountsという名称です．当該報告書は 64ペー
ジで，前半部分は小委員会の報告書を総括した理
事会と会計担当官の報告書，後半部分が財務報告
で構成されています．基本となる財務報告書は連
結財務活動報告書，連結貸借対照表，単体の貸借
対照表，連結キャッシュフロー計算書，各財務諸
表の注記によって報告されます．
（資料 1）　 2015年の連結財務活動報告書を見て
いただくと，大英博物館と，博物館関連グッズの
作成を行なう大英博物館会社をはじめとする 3社
の子会社が連結されていて，まず資金の源泉と費
用，その差額を計算しています．資金の源泉で最
も重要なのは政府からの補助金で，その他の寄付
金と合わせると収入の約 47％が公的なもの．さ
らに博物館関連グッズ販売などの商業活動からの
収入，展示物の貸出からの収入を合わせて収入総
額が掲記され，比較可能性を高めるために前年度
の金額も表示されています．
　費用の主なものは，コレクションの保全費と調
査費，特別展示に関する費用，物品等の販売費，
管理費などです．収支差額は前年度の財源と一緒
にされて掲記されます．注目すべき点は，注記を
見ると，資産のリースに関して大英博物館では
ファイナンス・リースではなくオペレーティン
グ・リースを採用しているので，費用としてしか
出てこない．つまり，リース資産が資産として計
上されないという特徴があります．
　もう一つ重要なのは人件費で，ドイツでもそう
だったように，人件費が大きな割合を占める．そ
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れは博物館のスタッフの賃金及び給料と年金費用
の積立てです．イギリスの場合，年金のファンド
は 1992年の博物館法によって規定されていて，
年金に関するファンドが形成されている．
　 2015年現在の雇用者は 1059名で，内訳は保全
調査部門が 430名，一般閲覧・催事部門 368名，
慈善事業 102名，任意寄付収入部門 27名，商業
活動部門 129名，管理部門 3名となっています．
役員の寄与体系を見ると，非常に高い．
　この大英博物館の財務活動報告書の特徴は，一
般収支計算の後に博物館運営に対して最も重要な
資金収支計算書が一つの財務諸表として添付され
ていることで，資金収支計算書は今年度の資金収
支額に前期繰越資金総額を加算して次期の繰越資
金総額を計算するというシステムになっていま
す．通常，イギリスの会社法に規定された財務諸
表は，資金収支計算書が一般収支計算書と一緒に
出てくるというのはあまりありませんので，特徴
的なことではないかと思います．
　連結貸借対照表の特徴は，固定性配列法で換金
性の低いものから順に並んでいる．公益事業の場
合，これが一般的で，財産の保全に対して責任を
持たなければいけない．運転資金よりもこっちが
大事だという意識の表れだと思われます．
　有形固定資産の明細表を見ますと，土地が一番
多く，その次が建物，構築物，展示室，工場機械
などの順で並んでいて，減価償却費が計上されて
いますが，土地，建物，展示室に関しては時価に
よる再評価が行なわれている．毎年こんなことを
やっているのか，評価差額が出た場合どうするの
か，チェックしないと分からないんですが，減価
償却は耐用年数がそれぞれの年度にあるので，た
とえば建物なら 15年，展示室が 10年から 25年．
物によってもかなり違うので，レンガづくりだと
100年以上もつので，イギリスの場合，建物の減
価償却として出てこない．これも無理やり減価償
却費を入れて，現金資金の留保を考えているのか
なあと思います．
　流動比率も重要で，流動資産と流動負債の割合
ですが，流動資産は 1年以内に換金可能な金額
で，流動負債は 1年以内に返済しなければならな
い金額なので，流動負債が流動資産を上回ると資
金ショートということになる．77％ということは
資金ショートで足りないんですけれども，固定負

債がほとんどない．つまり借金をしていないか
ら，利子を支払う必要がないので，資金ショート
でも大丈夫という状況になっています．
　企業年金も重要で，プリンシプル・シビル・
サービス年金計画が用意されており，貸借対照表
に資産・負債両建てで年金資金が計上されてい
る．最も新しいやり方です．
　連結キャッシュフロー計算書は，キャッシュ・
イン・フローとキャッシュ・アウト・フローの差
額で出しますが，さっき言いましたように資金
ショートしていますので，フリーキャッシュフ
ローはマイナスになっている．
　以上を小括しますと，大英博物館の運営に関す
る最大の特徴は個別法（1963年大英博物館法）
に規定された非営利組織で，非常に公共性の高い
文化施設であること．組織運営に対する財源は，
その大部分が補助金と寄付であり，したがって，
運営に対する説明責任は政府と納税者である国民
に対してある．このかたちでは，財務報告上のア
カウンタビリティは支出に対してより厳密に行な
われることを意味し，大英博物館法に沿った目的
に対して正当に支出されているかが重要なポイン
トになります．財政規律がしっかり守られている
か，確実なものかということで，これを確実なも
のにするためには，補助金を出す政府の文化政策
の重要性を検討することを前提として，補助金を
受ける側の組織とガバナンスの整備が絶対必要で
す．この点を考慮したうえで，大英博物館の財務
状況を検討すると，大英博物館法によって，理事
会と会計担当者の権限と義務が明確になっており
まして，ここに規定された財務及び業務に関する
監査制度も確立している．したがって，このよう
な運営モデルを日本の文化施設に適用させようと
すると，法律等で裏付けられた補助金を受ける側
の組織とガバナンスの確立が必要になってくると
考えられます．

　次は第二のモデルでロイヤルオペラハウスの財
務構造です．ロイヤルオペラハウスはロイヤルオ
ペラとロイヤル・バレエ団，ロイヤル・オーケス
トラの本拠地として使用されているコベントガー
デンにある歌劇場です．17世紀の国王チャール
ズ 2世の勅許場がその起源で，現在の建物は 3代
目で，1990年代に改装されたものです．
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（資料 2）　組織図を見ると，理事会がありまして，
ロイヤルバレエ・ディレクター，ロイヤルオペラ
ハウス 2（ROH2）ディレクター，ロイヤルオペ
ラ・ディレクター，オーケストラ・マネージャー
の四つの部門に分かれて，それぞれ一定の権限を
付与されています．特にバレエ部門とオペラ部門
にはディレクターのもと，運営委員会が組織され
ていまして，年間の演目の決定とか基本的な方針
が決定される．
　ロイヤルオペラハウスの場合は非営利団体が自
力で運営する組織になっており，チケット収入や
その他の商業的な取引による収入を基盤としてい
ます．商業的には競争優位性の乏しい演目であっ
ても，ROH2部門からのプロジェクトとして公演
可能なシステムになっている．その予算的裏付け
として芸術評議会の補助金があり，これを受け入
れる組織構造になっています．
　管理部門には 7つの委員会があって，営業委員
会や財務委員会はイギリスの公共施設に見られる
ような委員会構成になっている．特徴的なのは，
バレエとかオペラの教育を担当する教育委員会が
あって，ここがキーになって，小学生，中学生向
けに毎日のように教室を開いて，オペラやバレエ
の一般化を図っている．
　予算編成を見ると，積み上げ型と天下り型の折
衷型で，部門長が作成した予算案を理事会及び会
計担当部門で調整して予算を決定するというやり
方です．この場合，割り当てられた予算の執行に
関しては，それぞれの部門長が責任を持つ責任予
算制度として成立しています．したがって，決算
時に提出される各部門からの報告書は非常に精緻
なもので，その要約が年次報告書に記載されるこ
とになります．
　財務報告はイギリス会社法に規定されますので
アニュアルレポートのかたちで，まず今期の経営
方針を明示した戦略報告書，理事会報告や委員会
報告，独立した監査人による外部監査報告書，財
務諸表などから構成されます．
　連結財務活動報告書は，資金の源泉と使途を明
確にするとともに，財務報告全体を統括するもの
です．
（資料 3）連結損益計算書は，上段に収入，下段
に支出，その差額を純利益（Net income）として，
一般の企業のように利益概念が存在する．この利

益処分を計上して，最終的に次期繰越利益を表示
する．収入の主なものは，チケット収入，アーツ・
カウンシルからの補助金，物品販売，ツアー興行
収入．また BBCの放映権もかなり大きな金額で
すが，そういったものが収入になります．費用は
制作費，販売費，営業費などで，総収入から総費
用を引いた純利益は 187万 1000ポンドで，前年
比 428万 5000ポンド増加で，経営状態はよく
なっています．経営状況を表す総資本利益率を計
算すると 0.9％程度なので，それほど潤沢な経営
が行なわれているわけではないことが分かりま
す．
（資料 4）　次に連結貸借対照表ですが，大英博物
館と同様に固定性配列法で表示されています．固
定資産の部では，まず無形固定資産は特許とのれ
んで，91万 3000ポンド計上されています．これ
は前期末の 1583万 9000ポンドから今期の償却分
1492万 9000ポンドを控除した金額です．次に有
形固定資産で，その内訳は文化的遺産及び投資．
減価償却は全体の累計額で表示されていて，有形
固定資産の 50％に当たる金額で，今後の更新時
期がどうなるのか心配されます．
　流動比率は 159％ありますので，非営利組織の
運営する事業としては当面の資金的な不安はない
と考えられます．当座比率で見ても 107％あって，
問題ない．長期負債は年金負債のみで，あまり借
金していないので，これもよいのではないかと思
います．
　連結キャッシュフロー計算書は間接法で作成さ
れていて，大英博物館とは違うやり方ですが，フ
リーキャッシュフローがかなり出ていますので，
現金資金管理については問題ないのではないか．
　以上を小括しますと，ROHは非営利団体を運
営主体とする 2000年の会社法に規定された劇場
なので，原則的に経済資源の有効活用を念頭にお
いた入場料収入や商業的取引をベースとする運営
が展開されている．運営組織は理事会を中心とし
た独立性の高い 4部門と管理部門で構成されて，
それぞれが有効に機能している．ロイヤルバレ
エ・ディレクターやロイヤルオペラ・ディレク
ターなどの権限が明確で，かなり裁量権が与えら
れている点は一般企業とは異なる．
　また，ROHの組織運営の管理部門において重
要な役割を果たしているのが開発委員会と教育委
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員会で，特に教育委員会には 22名の専従スタッ
フがいて，オペラやバレエに関する教室を毎年多
数開催して，2014年には 398万 6000ポンドの費
用が支出されています．このような活動は将来に
向けた市場の維持と拡大に寄与するもので，入場
料収入や商業的取引を基礎とするような ROHを
含む同種の劇場にとって重要な意味を持っている
のではないかと考えます．
　また，イギリスにおける劇場等の運営にとっ

て，芸術評議会の存在が重要であることが確認さ
れた．芸術評議会は官・民の中間的な組織で，こ
の位置づけが劇場における公共性と私的企業にあ
る経済性のバランスを保つ重要なファクターとし
て機能している点は注目すべき点だと考えます．
日本にこの ROHの運営モデルを導入すると仮定
した場合，芸術評議会のような組織を制度の中に
つくり込めるかどうかが鍵になるのではないかと
いうのが，一応の私の簡単な結論です．
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「台湾における公共文化施設と文化芸術支援をめ
ぐる現状」─財政と運営に関する調査報告─

 清　水　　　純

　私は台湾における博物館と ,舞台芸術のための
公共文化施設を対象として，公演活動を運営する
財政基盤の研究・調査をしました．調査対象とし
た博物館は，国立台湾歴史博物館と宜蘭県立蘭陽
博物館の二つですが，どちらも比較的新しい施設
です．また，舞台芸術施設としては，行政法人国
立中正文化センターを取り上げました．これは国
家戯劇院（ナショナル・シアター）と国家音楽庁
（コンサートホール）を合わせた施設です．これ
に加えて，優秀な踊り手を輩出している私立青年
高校舞踏科のバレエ公演活動の財政的な側面も調
査しました．この学校は，100人以上の生徒たち
が出演する大型長編バレエ劇を，毎年自主的に創
作して公演していることで知られる学校です．
　台湾では近年，政府が公共文化施設に対する財
政支援を縮小しようとする傾向にあり，自主財源
の確保，財政の効率化・健全化などの方針を打ち
出していますので，その点に焦点を当てて研究を
しました．
　まず最初に，台湾における文化政策の歴史を簡
単にお話しします．台湾は第二次大戦まで約 50
年間，日本の植民地統治時代があり，戦後は中華
民国に復帰します．復帰した後，国民党政権が大
陸の共産党政権とのいわゆる国共内戦に負けて台
湾に拠点を移します．
　そこで蒋介石は「中華文化の復興」のスローガ
ンを掲げて，過剰なまでの中華文化の強調をしま
した．同じ漢民族が多数住む国ですが，台湾は明
清時代に福建省から移住してきた閩南系漢人と，
そのほか同じ時期に広東省から移民してきた客家
系漢人が住民の大多数となっています．これらの
人たちの話す方言は，北京官話の中国語との間に
かなり違いがあり，これらの互いにほとんど会話
が通じないほどです．しかし，国民党政権は，た
だちに中国語教育を徹底させ，大陸のいわゆる中
華文化を正統なものとして国民に強要しました．
　 70年代になると，中華民国は国連を脱退して，
中華人民共和国のほうが国際的な立場を強くして
いきました．逆に台湾は日米との断交をするな

ど，外交上の危機が訪れます．その頃になって，
少しずつ台湾化が図られるようになりました．政
治面では台湾出身のエリートを登用するようにな
り，文化面でも台湾のローカルな文化を大事にし
始めます．
　蒋介石の後継者の蒋経国は，1977年に「文化
建設」を提唱して，国民の芸術文化を推進するた
めに全ての県と市に「文化センター」をつくるこ
とを指示しました．これは日本のある文化セン
ターをモデルとしたものだそうですが，劇場，音
楽ホール，美術品の展示場などがセットになった
施設です．政府はこれを作るために大規模なイン
フラ投資をしました．
　文化センターをつくったときの最初の文化建設
委員会の主任委員が文化人類学者だったことも
あって，地方の発掘品や文化遺産も展示できるよ
うにと，センター内に展示室を作るようになり，
やがてそれが地方の小型博物館へとつながってい
きました．
　一方，国家を代表する芸術文化施設として，中
正文化センターが 1987年に完成します．この年
に蒋経国が亡くなり，長年続いた戒厳令がやっと
解除され，民主化・自由化の時代に入っていきま
す．民主化の進展によって，中華文化が最優位に
立つという国家からの圧力がなくなり，台湾の
ローカルな文化が重視されるようになります．
　文化政策の変化は，台湾文化の価値を再認識
し，多元文化を尊重するという考え方にもあらわ
れてきます．台湾にはいろいろな人々が住んでい
て，多様な民族的文化的特徴があり，そのことを
重視しようという方針です．
　台湾では国民の約 70％が閩南系漢人，客家系
漢人が 15％ぐらい．オーストロネシア語系原住
民諸グループが 16民族以上いて，原住民全体で
総人口の 2％程度の少数ですが，それぞれ固有の
特徴的な文化を持っています．中国大陸から国民
党とともに難民として移住してきた人々とその子
孫も 10%以上います．そのほかの移民も少しず
つ入ってきている．こういういろいろな違う人が
いることを重視しつつ，それぞれの文化を大事に
しましょうという考え方です．
　国民党の独裁時代には中国大陸の正統派中華文
化が最優位だったのが，民主化後はそれもたくさ
んある中の一つであって，決して優位ではないと
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いうことになりました．伝統芸能にしても，中国
大陸から来た京劇だけを大事なものとして，国軍
の中に劇団をつくって資金を投入したりしていた
のですが，結局国民の支持を得られなかった京劇
は衰退し，閩南方言による伝統歌劇にむしろ人気
が出たりというような変化がありました．
　民主化後の政府の芸術活動への財政支援は引き
続きあるのですが，資金は提供しても活動内容に
は干渉しないという方針になっています．前の時
代のように政治的イデオロギーを文化に押しつけ
るのではなく，自由に任せるようになりました．
　次に公共文化施設に関する財政と運営の最近の
潮流を見ますと，先進諸国では財政支援の縮小が
大きな流れであることがわかります．ここ 20～
30年，経済のグローバル化の影響もあって世界
的規模での大幅な景気の振幅が発生するようにな
り，国家財政にかなり影響を与えてきました．先
進諸国では財政再建の動きが活発化し，文化・芸
術など非営利の分野には政府支出をできるだけ抑
えるという方針が示され，公共文化施設に対する
財政的対応は厳しいものになってきています．財
政支出の削減，組織改編，財政効率化，自主財源
確保などが盛んに言われるようになったヨーロッ
パや日本と同じような状況が台湾でも起こってい
ますので，台湾の政府関係者，文化施設長，研究
者たちも先進諸国の文化施設をめぐる財政改革に
強い関心を持ってきました．特に博物館について
は，台湾と日本の博物館法とが類似していること
もあり，研究者は日本の行政改革による国立博物
館や美術館の独立行政法人化にも興味を持って分
析しています．
　そこで台湾における博物館の改革についてお話
しますと，2003年に，博物館に対する行政法人
化の提案が政府から出てきました．しかし，博物
館長や専門研究者から多くの異論が出るなどした
ため博物館の行政法人化は現在に至るまで実現さ
れていません．その理由のひとつは台湾の総人口
にあると思います．台湾の総人口は約 2300万人
で，ドイツの 4分の 1強です．そういうところで
博物館を運営するといっても，入場料収入だけで
賄うのは難しいものがあります．博物館は一人の
人が一生の間に何回も繰り返し行くところではな
いですし．故宮博物院のような世界屈指の博物館
なら多くの入場者を集めるのは可能でしょうが，

それ以外のところは入場料収入だけを宛てにして
運営していくのは無理だと思います．
　現在では，法人化以外の方法による博物館財政
の改革が試されています．台北市の国立歴史博物
館は，日本の文化庁にあたる文化部の中に「作業
基金」というものをつくりまして，そこから予算
配分を受けています．宜蘭県立蘭陽博物館では県
立の作業基金を設立しています．
　このやり方は，博物館の組織全体を法人組織に
再編成して独立させるというのではなく，組織は
替えずに作業基金だけをつくるものです．それに
よって，単年度会計制度の弊害を取り除いて融通
性のある予算運営を実現し，少しでも長期計画が
立てられるようにしようという改革です．作業基
金には政府が毎年一定金額を出資してくれるので
すが，その基金を博物館側がどう使うか決めるこ
とができますし，年度内に使い切れなかった分は
作業基金に戻して次年度使えるようにするとか，
収入が増えた場合も基金に組み込んで次年度以降
使えるというように，資金を循環させることがで
きるというメリットがあります．政府の予算が決
まらないと資金が動かせないというのではなく，
融通制を持った自主的な予算運用ができるように
なっているのです．
　今年 7月に，新しい博物館法が施行されまし
て，各博物館は作業基金を設立するべきであり，
条件が整った博物館から順次実施することと決ま
りました．いきなりすべての博物館に作業基金を
作りなさいと言われても実際は難しい事情があり
ます．ある程度資金に余裕のある規模の大きな博
物館でないと作業基金をつくれません．中小の博
物館にはすぐには無理なところもあるだろうか
ら，条件が整ってからでよいということなのです
が，方向性としては，行政法人化でもなく，民営
化でもなく，組織を替えずに作業基金の運用で乗
り切ろうという方針のようです．
　次に，私がインタビューに行った台南市の国立
台湾歴史博物館ですが，中国の歴史ではなく台湾
の歴史を重点的に展示する施設として 2012年に
開館されたもので，民進党政権以降特に強調され
た自由化と民主化の成果として実現したもので
す．
　ここでは館長の呂理政氏にインタビューしまし
た．この方は宜蘭県立蘭陽博物館の設立にかか
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わった研究者でもあります．国立台湾歴史博物館
はまだできて 3年です．100％国家の予算によっ
て運営されていて，年間予算 2億元の中の半分が
人件費及び総務管理部門の事務経費に使われ，残
りの約 1億元は展示等博物館業務部門に支出さ
れ，その内訳は研究費用と展示費用がほぼ半々と
のことです．
　呂館長によると，これからは博物館にとって必
要な予算は増加すると考えられ，特に人件費が増
えていくだろうということでした．ところが，国
家から支給される予算は減っていく方向にあるの
で，博物館はこれから自力で収入を確保する努力
が必要だとおっしゃっていました．といっても，
入館者を是が非でも集めて入館料収入を増やせば
いいというものではなくて，博物館が持っている
社会教育機能をふまえて適正な規模の入館者数を
保ちながら運営していくべきという考えだそうで
す．そこで，学校と連携し，小・中学生に団体で
観にきてもらって学習の補助になるようにしてい
る，とのことでした．
　ここまでが博物館に関する財政と運営の状況で
すが，次に法人化した舞台芸術の公共文化施設に
ついてお話ししたいと思います．
　中正文化センターは台湾で初めてできた国立の
劇場とコンサートホールですが，21世紀に入っ
て政府はこのセンターを含めて「競争力のある総
合舞台芸術施設」を創り出そうと計画していま
す．台北市にある中正文化センターに加え，台中
市にできたばかりの新しいオペラハウスと，来年
高雄市に完成する舞台芸術センターの三カ所の施
設を行政法人統合機構としてまとめ，三つの都市
を真珠のようにつないで，国際的な芸術施設とし
て機能させ，芸術の振興に役立てようと考えてい
るのです．
　 1987年にできた中正文化センターは，2004年
になって台湾の劇場で初めて行政法人機構となり
まして，プログラミング，予算配分，人事体制，
マーケティングなど，さまざまな局面での裁量権
を得て，自主的な運営をするようになりました．
そこで重要なのは芸術総監というトップの方の権
限です．芸術総監は年度計画の策定をし，予算編
成と決算報告の提出をし，しかも人事権を持って
いて，所属人員の任命・免職などを役員会に諮る
ことができます．そのほか，業務の執行・監督，

その他業務策定などをすることができます．
　 2004年の行政法人化によってどんな変化が起
こったのか．法人化後初めての芸術総監になった
平珩（ビン・ヘン）氏に対して 2006年 9月に行
なわれたインタビューによると，おおよそ次のよ
うであったそうです．まず改革前の状況ですが，
中正文化センターは国立の機関なので，公務員試
験に受かった人が職員として働いていました．そ
れらの職員たちは芸術に深い理解があるわけでは
なく，政府の方も国民に優れた芸術を鑑賞する機
会を与えることの意義を理解していませんでし
た．その結果，台湾は海外の芸術の最新事情から
後れをとったのです．
　行政法人化によって，状況が大きく変化しまし
た．平珩氏は，皇冠文化集團という出版関係のグ
ループ企業の理事長を父親に持つ方で，平珩氏自
身はバレエの舞踏家です．アメリカ留学から帰っ
たあと，戒厳令下で自由が利かなかった時代に民
間の実験劇場をつくったりして新しい芸術の芽を
育てた人です．法人化されて平珩氏が芸術総監に
なったとき，大胆な改革が実行されました．
　まず大規模なリストラを行って，配置転換とか
自主退職により 90人ぐらいの人を整理しました．
その代わり，芸術に知識のある人材を選択的に採
用するようになりました．しかも，直接正規職員
にするのではなく，臨時雇いとして仕事ぶりを見
てから正規に雇うというやり方もできるようにな
りました．内部の競争原理を働かせて，いろいろ
な工夫や試みへの挑戦もしたそうです．一般の
人々への広報にも力を入れて，雑誌の中で紹介し
たり，海外の質の高い作品だけれども国民があま
りよく知らない演目についてはメディアを通じて
事前に解説をするなどして，みんなが観にきてく
れるように働きかけるという方法を取り入れまし
た．
（資料 1）　その法人化の改革による結果を表した
のが資料 1の表です．2005年から 2014年度の中
正文化センターの収入及び政府補助金の割合を示
しています．収入決算総額は大体 10億元前後で
す．2006年だけ 40％ぐらい多くなっているのは，
多分平珩氏の尽力で観客が急に増えたからではな
いかと私は考えています．真ん中の欄に政府公務
予算補助収入，その右の欄に総収入に占める補助
金の比率を並べていますが，やはり 2006年に補
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助金の比率が減っているのはこの年だけ特別に総
収入が増えたせいでしょう．全体としては 2005
年から 2009年ぐらいは政府が約 3分の 2にあた
る補助金を出しています．政府は何年間かほぼ同
額の補助をしつつ様子を見て予算を減らしていく
という話だったようで，その後少しずつ減って，
昨年 2014年は 50％を切っています．しかし，収
入総額は 2005年と変わらない 10億元ぐらいです
ので，行政法人化していろいろな工夫をした結
果，一定の観客が入るようになり，政府の補助が
だんだん必要なくなってきたということになりま
す．その意味ではうまくいっているといえます．
国立のこれだけの規模の劇場はほかにないので，
競合する相手もなく，うまくいった例と言ってよ
いと思います．
　最後に，舞台芸術関係の例として，台中市の私
立青年高等学校舞踏科による公演活動について見
ておきたいと思います．青年高校の卒業生のなか
には台湾を代表するクラウドゲートのメンバーに
なる人もいますし，コンテンポラリーバレエのダ
ンサーになる人がそれなりにいる，優秀な舞踊家
を輩出する学校ですが，ここでは毎年，一般公開
の公演活動をしています．卒業公演として 2年生
と 3年生が 100人ぐらい出演する大型のバレエ劇
を行います．しかも，創作意欲にあふれた活発な
学校で，台湾の歴史や文化にちなむ新しい演目を
毎年つくり，年 4回，各都市で公演を行なってい
ます．
　公演費用は年 1000万元程度必要ですが，公的
補助はほとんどない状況です．毎年，各種の助成
金に応募していますが，もらえるときもあるし，
もらえないときもあるそうです．したがって，費
用と人材は全て基本的には自分たちで調達してい
ます．
　公演資金は，まず生徒と親から参加費を集め，

一般の観客にチケットを販売していますが，チ
ケットが売れるのは半分から 8割程度ということ
です．仮に完売しても，計算上は赤字になってし
まうそうです．しかし，舞踏科の先生たちは「自
分たちは芸術を追求するものだから，お金のこと
はそれほど気にしていない」と述べており，自主
的な公演活動を展開しています．
　政府がもっと補助すればいいのにと思って聞い
てみると，政府から舞台芸術活動への補助の予算
の 9割方はすでに著名な団体や国際的に活動して
いる団体に投入されていて，自分たちのような地
方の団体に回ってくる予算はほとんどないという
答えでした．
　まとめますと，台湾における公共施設の運営と
文化芸術への政府の支援は，先進諸国同様，国際
環境の変化に連動して縮小傾向にあります．政府
は予算を強制的に減らすことまではしていないけ
れども，効率性の向上や利潤の創出については公
共施設に対する要求を強めています．その一方
で，台湾の国際競争力の強化は常に意識していま
す．政府は急激に文化予算を減らすことはしない
でしょうが，博物館などの場合には作業基金を
使って，組織は変えずに，財政面の運用の自由化
をするというように，財政や運営面での新しい対
応が試され始めています．一部の国立舞台芸術施
設を除いては，台湾の公共施設には法人化は適し
ていないのかもしれません．
　最後になりますが，青年高校で話を聞いて思っ
たのは，文化予算の財政縮小化の中にあって，利
潤の確保，効率性の追求にばかり目が行くと，長
期的な視野に基づく計画策定や人材育成のための
支援が見落とされがちであり，これらの必要性を
もっと意識して財政の配分をすべきではないかと
感じました．
　以上です．
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○安田　以上で 4名のメンバーの報告が終わりま
した．
　最も状況がよいのはドイツです．フランスの場
合は，文化政策のショーウインドウのようなかた
ちであったはずのパリ・オペラ座ですら，入場料
は上がるし，国庫補助金も少なくなりつつある．
支配人はなんとかして劇場の自己収入を増やそう
としています．われわれがこのプロジェクトを始
めたときには，各国の例を引いていけば，「芸術
にはお金がかかる．もっとお金を寄越せ」と日本
政府に提言できるのではないかという下心があり
ましたが，実際に調べていくと，少なくともフラ
ンスはそれどころではない．
　ドイツのタンツハウスでのシンポジウムでは，
「おカネがないなら，ファンドレージングすれば
いいじゃないか」という話を聞かされました．イ
ギリスのロイヤル・オペラ・ハウスがその典型例
として挙げられると思いますが，公的な資金割合
がそれほど大きくなくても，革新的な舞台作品を
産み出すことはできる．また，公的な資金割合が
小さくても，説明責任を果たすために詳細な財政
報告がなされています．村田先生が受け取ってこ
られた細かい数値の部分は公開されてはいないの
ですが，ホームページを見ますと，「もしこれ以
上の資料が欲しければ，ここに連絡をください」
というメールアドレスがきちんとあります．さら
に，子どもへの教育のために資金をふんだんに注
ぎ，活発に活動していることも村田直樹先生から
ご紹介がありました．
　遅ればせながらパリ・オペラ座でも教育・普及
活動に力を入れつつあります．文化コミュニケー
ション省でもそのような企画の予算を少しずつ増
やしています．しかしながら，パリ・オペラ座は，
国庫からどこよりも多額の資金を得ていながら，
アニュアルレポートは年々薄くなり，どんどん簡
単になってきている．ロイヤルと異なり，収支報
告書にはアウトリーチ活動に関する予算配分がど
れぐらいで，どのぐらいの人員を割いていると
か，細かいことは全く出てきません．
　説明責任を果たすという意味では，イギリスは
本当に進んでいるという印象を受けました．典型
的なのはブリティッシュ・ミュージアムで，皆さ
んにお渡ししてある細かい財務報告はネットで誰

でも見られるようになっています．
　なお，ドイツでもさまざまな統計がつくられて
おり，細かい数字が出ていることは私は大変評価
すべきだと思ったのですけれども，城多先生のグ
ループの判断では，これはあくまでも各劇場が自
分で出している資料を集めただけだ，それぞれの
劇場で計算方式が違ったりするので，細かいとこ
ろでのアジャストメントが果たしてできているか
どうかは疑問であるとご指摘なさっています．
　最後に一言，ドイツとフランスの比較で言いま
すと，「オペラの危機」ということが繰り返し取
り上げられますが，それがきちんと議論になるの
は，パブリックコンセンサスがすでに成立してい
るということです．
　ドイツでは「費用を削減する．それはとんでも
ない」ということが新聞等で話題になり，議論に
なるということですが，フランスではそういう議
論はあまり活発ではない．むしろ「予算の使い方
に問題がある．こんな贅沢な衣装をつくって！」
と批判を浴びることはあっても，費用を削減する
ことに対して批判する姿勢はプレスにも見受けら
れない．そこはドイツとフランスとの「危機」と
いう概念の全く違うところだと私は思います．
　なお，今回の研究ではレパートリー分析に立ち
入ることがほとんどできませんでした．しかし，
オペラ座の収入や入場者数の分析をする際には，
レパートリーの分析は重要な要素になります．今
回そこが手薄であったのは今後の大きな課題とな
りました．
　「公的予算があれば革新的なものをつくるべき
である」というのがドイツの考え方であるとすれ
ば，日本ではしばしば，「公的な予算を受けてい
る以上，万人に受け入れられ，確実に入場者数の
見込める普遍的な作品をつくろう」となっていま
す．「公的な予算がもっとあれば先進的で実験的
なものもつくれるはずではないか」という当初の
仮定は崩れ去って，全く違う方向性での今後の文
化政策のあり方，あるいは公共劇場のあり方が少
しずつ明らかになってきたというのが現状です．
　本日はかなり延長になりましたけれども，皆さ
ん方，長い間ご静聴くださいまして，ありがとう
ございました．



─ 54─

 
第

3
部
　
資
料

（
資
料

1）



─ 55─

（資料 2）



─ 56─

（
資
料

3）



─ 57─

（
資
料

4）



─ 58─

 第 4部　資料
資料 1　中正文化中心の収入および政府補助金の割合：2005年度～2014年度

年度 収入決算総額
（新台幣元）

政府公務予算補助収入
（新台幣元） 総収入に占める補助金の比率

2005 1,020,639,142 689,050,449 67.51%

2006 1,447,115,370 751,369,000 51.92%

2007 1,061,803,358 749,142,000 70.55%

2008 1,012,990,256 716,94,2000 70.77%

2009 983,582,370 663,986,000 67.50%

2010 957,593,654 612,54,7000 63.96%

2011 973,924,089 579,688,000 59.52%

2012 1,027,936,548 552,704,000 53.76%

2013 953,996,919 500,434,000 52.45%

2014 1,044,045,007 505,399,000 48.40%

（出所：国家表演芸術中心－国家両廰院 HP「予算及決算書」データより筆者作成）


